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報詰喜万 に 入学金|費者約j契去 私八よ 立
二り 学大

五古裁車成平 認め等 の

六 らの 学納金頁れ返
ーた還

幸七事伊jが 不

月 契消者約法費 返
六 還特約と

判例時日 }由同

ご
く
最
近
に
到
る
ま
で
、

ほ
と
ん
ど
の
大
学
で

は
、
国
公
私
立
を
問
わ
ず
、

一
旦
学
生
が
入
学
金

な
い
し
授
業
料
と
し
て
納
入
し
た
い
わ
ゆ
る
学
納

金
を
、
原
則
と
し
て
返
還
し
な
い
も
の
と
す
る
こ

と
が
通
例
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ

う
な
学
納
金
の

「
不
返
還
特
約
」
に
対
し
て
、
近

時
相
当
数
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

お
り
、
平
成
一
四
年
に
消
費
者
契
約
法
が
施
行
さ

一
部
の
裁
判
例
で
不
返
還

れ
た
後
に
お
い
て
は
、

特
約
が
無
効
で
あ
る
と
し
て
、
授
業
料
等
の
返
還

が
命
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
口

本
稿
で
は
、
不
返
還
特
約
が
無
効
で
あ
る
と
判

断
し
た
初
め
て
の
裁
判
例
を
取
り
上
げ
、
学
納
金

の
不
返
還
特
約
の
有
効
性
に
関
す
る
法
解
釈
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
る
。

被
告
Y
1
は、

y
I
大
学
及
び

Y
1
短
大
を
設

〔事実関係図〕

(y 1大学・短大)Yl 

入学金等返還請求

【学納金不返還特約】

入学金返還請求(他は返還済み)

(y 2短大)Y2 X5  

(受験者Aの親権者)3/22入学辞退の意思表示

Xl、X2、X3、X4

(X 1、X2 : 4/5入学式欠席)

(X 3 : 4/3入学辞退の意思表示)

(X 4 : 3/22第二次学納金納付せず)

置
し
て
い
る
学
校
法
人
で
あ
り
、
被
告
Y

2
は、

平
成
一
四
年
三
月
ま
で

y
2
短
大
を
設
置
し
て
い

X 
3 
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た
学
校
法
人
で
あ
る
。
原
告
X
1
、

及
び
X

4
は、

X
2
、

Y
1
大
学
な
い
し

y
l
短
大
の
実

施
し
た
平
成
一
四
年
度
入
学
試
験
の
受
験
者
で
あ

67 

り
、
原
告
X
5
は、

Y
2
短
大
の
実
施
し
た
平
成



一
四
年
度
入
学
試
験
の
受
験
者
A
の
親
権
者
で
あ

る
(
以
下
、

xー
か
ら
X
5
を
一
括
し
て
「
X
ら」、

Y
ー
と

Y

2
を
一
括
し
て
「
Y
ら
」
と
い
う
)
。

X
1
ら
は
、

Y
1
大
学
ら
が
実
施
し
た
前
記
入

学
試
験
に
合
格
し
、

Y
1
大
学
ら
の
規
定
す
る
入

学
手
続
に
関
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
と
お
り
の

対
応
を
し
た
。

X
1
は、

入
学
手
続
の
期
間
内
の
平
成
一
四
年

三
月
一
九
日
ま
で
に
、
入
学
金
二
五
万
円
を
含
む

合
計
八
七
万
二
八

O
O円
を
Y
1
に
支
払
っ
た
が
、

入
学
手
続
要
項
等
に
お
い
て
入
学
式
に
無
断
で
欠

席
す
る
と
入
学
取
り
消
し
と
な
る
旨
定
め
ら
れ
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
年
四
月
五
日
に
行
わ

れ
た
入
学
式
に
出
席
し
な
か
っ
た
。

X
2
は、

入
学
手
続
の
期
間
内
の
同
年
一
月
二

三
日
ま
で
に
、
入
学
金
二
三
万
円
を
含
む
合
計
八

四
万
二
八

O
O円
を

Y
1
に
支
払
っ
た
が
、
同
じ

X
2
は、

く
入
学
式
に
出
席
し
な
か
っ
た
。
な
お
、

X
2
の
母
で
あ
る

B
が
、
二
月
八
日
に
電
話
で

Y

ー
に
対
し
入
学
を
辞
退
す
る
旨
を
告
げ
た
と
主
張

し
て
い
る
が
、
裁
判
所
の
認
定
事
実
と
し
て
は
採

用
さ
れ
て
い
な
い
。

X

3
は
、
入
学
手
続
の
期
間
内
の
同
年
三
月

二
日
ま
で
に
、

入
学
金
二
三
万
円
を
含
む
合
計
八

五
万
五
六

O
O円
を

Y
1
に
支
払
っ
た
が
、
同
年

四
月
三
日
頃
、

Y
1
に
対
し
、
電
話
で
入
学
を
辞

退
す
る
旨
を
告
げ
た
。

X

4
は
、
入
学
手
続
の
期
間
内
の
同
年
二
月
一

九
日
、
入
学
金
二
五
万
円
の
み
を
Y

1
に
支
払
つ

'-ゃ、」司、

宇
れ
、
刀

入
学
金
と
そ
れ
以
外
の
学
納
金
と
を
分
納

す
る
場
合
に
お
い
て
、
所
定
の
期
間
内
に
入
学
金

以
外
の
学
納
金
の
納
入
が
な
い
場
合
に
は
合
格
を

取
り
消
す
と
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第

二
次
手
続
期
間
内
で
あ
る
同
年
三
月
二
二
日
ま
で

に
、
初
年
度
前
期
授
業
料
等
所
定
の
学
納
金
を
支

払
わ
な
か
っ
た

D

X
5
は
、
平
成
一
三
年
二
一
月
六
日
、
入
学
金

一
五
万
円
を
含
む
合
計
八
三
万
円
を

Y
2
に
支
払

っ
た
が
、
平
成
一
四
年
三
月
二
二
日
、

Y
2
に
対

し
て
入
学
を
辞
退
す
る
旨
を
告
げ
、

入
学
金
を
除

く
学
納
金
六
八
万
円
の
返
還
を
受
け
た
。

本
件
は
、
以
上
の
事
実
関
係
の
下
で
、

X
ら
が

Y
ら
に
対
し
、

X
ら
が
前
記
学
納
金
を
納
付
す
る

こ
と
に
よ
っ
て

Y
ら
と
の
間
で
各
々
締
結
さ
れ
て

い
た
在
学
契
約
は
、
前
記
の

X
ら
の
各
行
為
に
よ

68 

り
い
ず
れ
も
解
約
さ
れ
た
と
主
張
し
て
、
本
件
学

納
金
の
返
還

(
X
5
に
つ
い
て
は
未
返
還
で
あ
る

入
学
金
の
返
還
)
を
各
々
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
。

Y
ら
は
、

X

4
に
つ
い
て
は
そ
も
そ
も
学
納
金

の
す
べ
て
を
納
入
し
て
い
な
い
以
上
在
学
契
約
が

成
立
し
て
い
な
い
、
と
反
論
し
た
う
え
で
、

X 
ら

に
よ
る
本
件
学
納
金
の
返
還
請
求
に
対
し
て
、
①

本
件
学
納
金
は
複
数
の
大
学
の
入
学
試
験
に
合
格

し
た
受
験
生
が
自
己
の
入
学
す
る
大
学
を
選
択
す

る
機
会
を
得
る
た
め
の
対
価
、
す
な
わ
ち
、

入
学

資
格
を
取
得
、
保
持
す
る
こ
と
の
対
価
で
あ
り
、

X
ら
は
一
方
的
に
こ
れ
を
放
棄
し
た
に
す
ぎ
な
い

か
ら
、
本
件
学
納
金
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
、
②
Y
ら
の
学
則
に
お
い
て
は
、

い
ず
れ

も
一
日
一
納
付
し
た
学
納
金
を
返
還
し
な
い
旨
の

「
学
納
金
不
返
還
特
約
」
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
は

入
学
手
続
要
項
等
で
受
験
生
ら
に
周
知
さ
れ
て
い

た
、
と
反
論
し
た
。

X
ら
は
こ
の

Y
ら
の
反
論
に
対
し
て
さ
ら
に
、

大
学
等
と
入
学
者
と
の
在
学
契
約
は
消
費
者
契
約

法
に
い
う
消
費
者
契
約
に
該
当
し
、
学
納
金
不
返



還
特
約
は
同
法
九
条
一
号
の
「
契
約
の
解
除
に
伴

う
損
害
賠
償
の
額
を
予
定
し
、

又
は
違
約
金
を
定

め
る
条
項
」
に
当
た
る
と
こ
ろ
、
学
納
金
全
額
を

返
還
し
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
同
号
の
「
当
該
消

費
者
契
約
と
同
種
の
消
費
者
契
約
の
解
除
に
伴
い

当
該
事
業
者
に
生
ず
べ
き
平
均
的
な
損
害
の
額
」

(
以
下
「
平
均
的
損
害
の
額
」
と
い
う
)
を
超
え

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
特
約
は
無
効
で
あ
る
、

と
主
張
し
た
。

X
1
、
X
2
、
X
3
に
つ
い
て
は
、
入
学
金
以

外
の
学
納
金
に
つ
い
て
の
み
返
還
請
求
認
容
。

X 

4
、
X
5
に
つ
い
て
は
請
求
全
部
認
容
。

大
学
と
学
生
と
の
「
在
学
契
約
〔
X
5
は
学
生

の
親
権
者
で
あ
る
の
で
や
や
契
約
の
性
質
が
異
な

る
が
、

一
応
こ
れ
に
準
じ
て
考
え
て
差
し
支
え
な

学校教育の基本判例

い
〕
は
、
学
生
が
大
学
等
を
設
置
す
る
学
校
法
人

に
対
し
て
、
大
学
等
の
目
的
に
応
じ
た
講
義
、
実

習
、
実
験
等
の
狭
義
の
教
育
活
動
を
自
己
に
行
い
、

関
連
す
る
様
々
な
役
務
の
提
供
と
い
う
事
務
を
委

託
す
る
準
委
任
契
約
の
性
質
の
ほ
か
、
学
生
が
大

学
等
の
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

施
設
利
用
契
約
の
性
質
な
ど
を
有
す
る
無
名
契
約

で
あ
」
り
、

か
か
る
在
学
契
約
は
、
学
納
金
の
納

付
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
そ
し
て
、
学
納
金
の
う

ち
、
「
「
入
学
金
」
を
代
表
と
す
る
入
学
時
の
み

に
支
払
を
求
め
ら
れ
る
費
目
は
、
大
学
等
の
提
供

す
る
諸
種
の
便
益
を
受
け
る
学
生
と
し
て
の
地
位

を
取
得
す
る
に
つ
い
て
、

一
括
し
て
支
払
わ
れ
る

べ
き
金
銭
で
あ
っ
て
、
入
学
に
伴
っ
て
必
要
な
大

学
等
の
手
続
及
び
準
備
の
た
め
の
諸
経
費
に
要
す
‘

る
手
数
料
と
し
て
の
性
格
を
併
せ
有
す
る
も
の
で

あ
り
:
:
:
そ
の
他
の
学
納
金
(
授
業
料
に
代
表
さ

れ
る
も
の
)

は
、
各
学
年
に
お
け
る
狭
義
の
教
育

活
動
、

そ
の
他
の
役
務
、
施
設
の
利
用
の
対
価
」

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
在
学
契
約
と
別
に
入
学
資

格
の
保
持
契
約
を
観
念
す
る
必
要
は
な
い
。

在
学
契
約
が
こ
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
る

以
上
、
教
育
上
の
観
点
か
ら
も
、

「
学
生
な
い
し

入
学
希
望
者
は
、
在
学
契
約
を
い
つ
で
も
将
来
に

向
か
っ
て
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
(
民
法
六
五

条
参
照
)
、
:
:
:
既
払
い
学
納
金
の
う
ち
、
既
履

行
部
分
の
報
酬
及
び
費
用
に
相
当
す
る
も
の
を
控

除
し
た
金
額
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。

'-ゃ
w

-

J

、

中
/
ナ
/
1
L

X
ら
と
Y
ら
と
の
在
学
契
約
は
、
平
成

一
四
年
四
月
一
日
を
始
期
と
し
て
お
り
、

X

1
、

X

2
、
X
3
に
つ
い
て
は
、
同
日
ま
で
に
在
学
契

約
の
解
約
の
意
思
表
示
を
せ
ず
に
学
生
と
し
て
の

地
位
を
取
得
す
る
に
至
っ
た
以
上
、

Y
ら
の
こ
の

部
分
に
係
る
義
務
は
履
行
済
み
で
あ
る
。

他
方
、

Y
ら
の
定
め
る
学
納
金
不
返
還
特
約
は
、

X
ら
と
Y
ら
と
の
聞
に
お
け
る
在
学
契
約
の
一
部

を
構
成
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、

X
ら
が

個
人
で
あ
り
、

Y
ら
が
法
人
で
あ
っ
て
消
費
者
契

約
法
に
い
う
「
事
業
者
」
に
該
当
す
る
以
上
、
消

費
者
契
約
法
の
規
定
が
在
学
契
約
に
も
適
用
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
「
在
学
契
約
を
締
結
し
た
者
が
、

入
学
以
前
あ
る
い
は
入
学
の
直
後
(
入
学
式
)
ま

で
に
在
学
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
は
、
大
学
等
の

不
利
な
時
期
に
解
約
を
す
る
も
の
で
あ
り
、
原
則

と
し
て
大
学
等
に
対
し
て
損
害
を
賠
償
す
る
義
務

を
負
う
(
民
法
六
五
六
条
、
六
五
一
条
二
項
参
照
)

と
こ
ろ
、
学
納
金
不
返
還
特
約
は
、
係
る
場
合
に

学
納
金
を
返
還
し
な
い
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
あ
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る
か
ら
、

Y
ら
が
入
学
辞
退
者
に
対
し
て
有
す
る

損
害
賠
償
請
求
権
に
係
る
金
額
を
既
払
い
の
学
納

金
の
額
と
予
定
す
る
特
約
と
解
さ
れ
」
、
消
費
者

契
約
法
九
条
一
号
が
適
用
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
同

条
同
号
に
い
う
「
「
平
均
的
損
害
」
と
は
、
同
一

事
業
者
が
締
結
す
る
多
数
の
同
種
契
約
事
案
に
つ

い
て
類
型
的
に
考
察
し
た
場
合
に
算
定
さ
れ
る
平

均
的
な
損
害
を
い
い
、
具
体
的
に
は
、
解
除
の
事

由
及
び
時
期
、
当
該
契
約
の
特
殊
性
、
逸
失
利
益
、

準
備
費
用
等
の
損
害
の
内
容
並
び
に
損
害
回
避
の

可
能
性
な
ど
の
事
情
に
照
ら
し
、
同
種
の
契
約
の

解
除
に
伴
い
、
当
該
事
業
者
に
生
じ
る
損
害
の
額

の
平
均
値
を
い
う
」
と
こ
ろ
、
同
規
定
の
趣
旨
と
、

立
証
の
難
易
及
び
証
拠
の
偏
在
等
に
照
ら
す
と
、

「
平
均
的
損
害
の
金
額
は
、
事
業
者
が
主
張
立
証

責
任
を
負
う
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
」
。

し
か
し

な
が
ら
、

Y
ら
は
か
か
る
損
害
額
に
つ
い
て
、
入

学
辞
退
者
が
卒
業
ま
で
に
納
め
る
べ
き
総
学
納
金

額
が
損
害
額
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
み
で
、

そ
の

後
に
お
け
る
欠
員
補
充
の
可
能
性
な
ど
、
具
体
的

な
事
情
に
つ
い
て
何
ら
主
張
立
証
を
行
わ
な
い
か

ら
、
「
X
ら
に
よ
る
在
学
契
約
の
解
約
に
よ
っ
て
、

Y
ら
が
被
る
平
均
的
損
害
を
認
め
る
に
足
り
る
証

拠
は
な
い
こ
と
に
帰
し
、
結
果
的
に
平
均
的
損
害

は
な
い
も
の
と
し
て
扱
う
ほ
か
は
な
く
、
:
:
:
学

納
金
不
返
還
特
約
は
、
:
:
:
そ
の
全
体
が
無
効
で

あ
る
こ
と
に
な
る
」
。

本
件
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
と
お
り
、
現
在
相
当

数
争
わ
れ
て
い
る
「
学
納
金
返
還
訴
訟
」
の
う
ち
、

大
学
側
に
学
納
金
の
返
還
が
命
じ
ら
れ
た
最
初
の

裁
判
例
で
あ
る
。
判
決
要
旨
で
や
や
詳
細
に
示
し

た
と
お
り
、
本
判
決
は
、
在
学
契
約
が
準
委
任
契

約
と
し
て
の
法
的
性
質
を
有
す
る
こ
と
に
立
脚
し

た
判
断
を
示
し
て
い
る
ほ
か
、
在
学
契
約
に
消
費

者
契
約
法
が
適
用
さ
れ
、
学
納
金
不
返
還
特
約
が

損
害
額
の
具
体
的
立
証
が
な
い
限
り
無
効
で
あ
る

と
判
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
理
論
上
も
実
務
上
も

大
き
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
本
判
決
後
に
相
次
い
で
出
さ
れ
て

い
る
同
種
事
件
の
裁
判
例
(
大
阪
地
裁
平
成
一
五

年
九
月
一
九
日
判
決
、
大
阪
地
裁
平
成
一
五
年
一

O
月
六
日
判
決
、
大
阪
地
裁
平
成
一
五
年
一

O
月
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九
日
判
決
、
大
阪
地
裁
平
成
一
五
年
一

O
月
二
ハ

日
判
決
、
東
京
地
裁
平
成
一
五
年
一

O
月
二
三
日

判
決
、
大
阪
地
裁
平
成
一
五
年
一
一
月
七
日
判
決
、

京
都
地
裁
平
成
一
五
年
一
一
月
二
七
日
判
決
、
京

都
地
裁
平
成
一
五
年
二
一
月
二
四
日
判
決
、
神
戸

地
裁
平
成
一
五
年
二
一
月
二
四
日
判
決
、
大
阪
地

裁
平
成
一
五
年
二
一
月
二
六
日
判
決
、
岡
山
地
裁

平
成
二
ハ
年
二
月
一
八
日
判
決
。
出
典
に
つ
い
て

は
本
稿
末
尾
を
参
照
)
を
通
覧
し
て
み
る
と
、
本

判
決
の
判
断
が
必
ず
し
も
す
べ
て
支
持
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
在
学
契
約
が
準
委
任
契
約
で
あ
る
こ

と
を
強
調
し
過
ぎ
る
と
、
準
委
任
契
約
の
性
質
上
、

大
学
側
の
方
も
相
当
の
賠
償
を
支
払
え
ば
い
つ
で

も
契
約
を
解
除
す
る
(
合
格
を
取
り
消
す
)
こ
と

が
で
き
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
た
め
、
そ
の
後

の
判
例
で
は
、
入
学
予
定
者
が
在
学
契
約
を
解
除

で
き
る
理
由
を
専
ら
学
生
側
の
意
思
の
尊
重
と
教

育
上
の
観
点
に
求
め
て
お
り
、
準
委
任
契
約
で
あ

る
こ
と
は
特
に
強
調
し
て
い
な
い
。

次
に
、
本
判
決
は
、
在
学
契
約
の
ほ
か
に
入
学



資
格
の
保
持
契
約
を
観
念
す
る
必
要
は
な
い
と
し
、

入
学
金
に
相
当
す
る
大
学
側
の
義
務
履
行
は
、

四

月
一
日
に
学
生
と
し
て
の
身
分
を
取
得
さ
せ
た
こ

と
で
あ
る
と
し
て
、
入
学
金
と
他
の
学
納
金
と
を

区
別
せ
ず
、
大
学
側
の
義
務
が
履
行
済
み
で
あ
る

か
否
か
に
よ
っ
て
返
還
の
要
否
を
判
断
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
の
判
例
は
、

入
学
金
と

そ
れ
以
外
の
学
納
金
と
で
明
ら
か
に
取
り
扱
い
を

分
け
て
お
り
、
入
学
金
は
大
学
入
学
資
格
の
保
持

の
対
価
で
あ
る
た
め
、
入
学
が
辞
退
さ
れ
た
と
し

て
も
返
還
の
必
要
は
な
い
、
と
す
る
も
の
が
支
配

的
で
あ
っ
て
、
本
件
で
の

Y
ら
の
主
張
に
沿
う
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
大
学

側
に
よ
る
入
学
準
備
が
入
学
手
続
終
了
後
直
ち
に

開
始
す
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、

四
月
一
日
で
判

断
を
分
け
よ
う
と
す
る
本
判
決
は
や
や
形
式
的
に

過
ぎ
、

そ
の
後
の
判
例
の
動
向
の
方
が
よ
り
妥
当

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

学校教育の基本判例

ま
た
、
消
費
者
契
約
法
の
適
用
に
つ
い
て
、
本

判
決
は
、
大
学
が
法
人
で
あ
り
、
学
生
が
個
人
で

あ
る
こ
と
を
、
消
費
者
契
約
法
の
条
文
に
直
接
あ

て
は
め
、
消
費
者
契
約
法
の
適
用
を
肯
定
し
て
お

り
、
そ
の
後
の
判
決
も
こ
れ
と
同
様
の
判
断
を
示

し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
消
費
者
契
約
法
の

立
法
趣
旨
が
、

い
わ
ゆ
る
悪
徳
商
法
に
お
い
て
消

費
者
が
被
る
損
害
の
防
止
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮

す
る
と
、
大
学
と
学
生
と
の
法
律
関
係
を
「
消
費

者
契
約
」
に
含
ま
せ
る
こ
と
に
対
し
て
、
全
く
違

和
感
、
が
な
い
と
は
言
い
き
れ
な
い
。
ま
た
、
後
述

す
る
と
お
り
、

そ
も
そ
も
、
大
学
等
に
お
け
る
教

育
と
学
納
金
と
の
関
係
を
、

「
知
識
の
教
授
」

と

「
対
価
の
支
払
」

と
い
う
商
取
引
一
般
の
枠
組
み

に
直
接
あ
て
は
め
て
し
ま
っ
て
よ
い
か
と
い
う
こ

と
自
体
に
つ
い
て
も
、
多
少
疑
問
が
な
い
で
は
な

い
。
な
お
、
消
費
者
契
約
法
は
平
成
一
四
年
四
月

一
日
に
施
行
さ
れ
た
た
め
、
同
法
が
適
用
さ
れ
る

の
は
平
成
一
四
年
度
入
学
試
験
以
降
で
あ
り
、

そ

れ
よ
り
も
前
の
入
学
試
験
に
つ
い
て
は
同
法
の
適

用
が
な
く
、
不
返
還
特
約
は
原
則
有
効
と
さ
れ
る

傾
向
に
あ
る
。
従
っ
て
、
学
納
金
不
返
還
特
約
を

無
効
と
す
る
本
判
決
の
結
論
は
、
消
費
者
契
約
法

の
存
在
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
導
か
れ
る
も
の
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
入
学
辞
退
に
際
し
て
の
損
害
額
を
ど

ち
ら
の
当
事
者
が
立
証
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、

大
学
側
と
す
る
判
決
と
入
学
辞
退
者
側
と
す
る
判

決
が
本
判
決
以
降
も
相
半
ば
し
て
い
る
が
、
結
論

と
し
て
は
い
ず
れ
も
一
致
し
て
大
学
側
の
損
害
額

は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、

大
学
側
が
入
学
予
定
者
数
を
定
員
以
上
に
調
整
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
少
の
入
学
辞
退
に
つ
い
て

は
対
処
可
能
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
入
学
金
が
返
還
不
要
で
あ
る
と
の
前
提
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
正
当
化
さ
れ
る
理
由
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

な
お
、
平
成
一
四
年
五
月
一
七
日
、
文
部
科
学

省
は
、

「
平
成
一
五
年
度
大
学
入
学
者
選
抜
実
施

要
項
に
つ
い
て
」
(
文
科
高
第
一
七

O
号
文
部
科

学
省
高
等
教
育
局
長
通
知
)

と
し
て
、

「
少
な
く

と
も
入
学
料
以
外
の
学
生
納
付
金
に
つ
い
て
は
、

合
格
発
表
後
、
短
期
間
内
に
納
入
さ
せ
る
よ
う
な

取
扱
い
は
避
け
る
等
の
配
慮
を
す
る
こ
と
が
適
当

と
考
え
る
」
旨
の
通
知
を
各
大
学
に
発
し
て
お
り
、

こ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
本
判
決
後
に
お
け
る
学
納

金
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
入
学
金

以
外
に
つ
い
て
は
返
還
す
る
大
学
が
増
え
て
い
る
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ょ
う
で
あ
る
。
本
判
決
を
含
む
一
連
の
訴
訟
が
、

か
か
る
取
扱
い
の
変
更
の
起
爆
剤
と
な
っ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
少
子
化
に
よ
る
受
験
者
数

の
減
少
傾
向
に
加
え
て
、
こ
の
取
扱
い
変
更
が
大

学
の
経
営
基
盤
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
る
こ
と
は
疑

い
な
い
。
そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
の
大
学
側
の
方

策
は
、
結
局
は
入
学
金
や
授
業
料
を
値
上
げ
す
る

こ
と
し
か
な
い
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
結
果

は
あ
る
意
味
で
学
生
の
利
益
を
か
え
っ
て
損
な
う

も
の
と
な
り
か
ね
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
大
学
に
授
業
料
等
を
値
上
げ
さ
せ

る
こ
と
を
抑
制
さ
せ
る
た
め
の
主
要
な
理
由
は
、

「
大
学
に
お
け
る
教
育
は
商
取
引
と
し
て
の
事
業

と
異
な
る
」
と
い
う
点
に
求
め
ざ
る
を
得
ず
、
商

取
引
を
前
提
と
し
た
消
費
者
契
約
法
を
適
用
す
る

こ
と
自
体
が
問
題
と
な
っ
て
し
ま
い
、
本
判
決
を

含
む
一
連
の
学
納
金
返
還
訴
訟
の
妥
当
性
が
再
度

問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
判
決
の
結
論
は
、
消
費
者

契
約
法
の
条
文
の
文
言
に
忠
実
な
解
釈
を
し
て
い

く
こ
と
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の

後
も
こ
れ
に
続
く
判
決
が
相
次
い
だ
こ
と
に
よ
っ

て
、
事
実
上
判
例
と
し
て
の
傾
向
が
確
立
さ
れ
て
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い
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
大
学
の
経

営
に
対
し
て
与
え
る
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
の
影
響
に

つ
い
て
、
法
律
論
と
は
別
に
、
慎
重
に
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

〔
参
考
文
献
〕
本
文
中
に
引
用
し
た
裁
判
例
参
照
。
こ
れ

ら
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
の
ホ

l
ム
ベ

i
ジ
の
中
の

「
判
例
情
報
」
検
索
サ
イ
ト
で
、
「
学
納
金
」
と
の
キ
ー
ワ

ー
ド
に
よ
り
全
文
を
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
筑
波
大
学
助
教
授
・
星
野

豊
)


